
三重県建設産業活性化プランの取組について

1 活性化プランの概要

地域の建設業は、良質な社会資本の整備、災害時等の安全・安心や地域の雇用

の確保など、重要な役割を担っています。

しかしながら、建設投資の減少に伴い受注競争が激化するなど、建設業を取り

巻く経営環境は非常に厳しくなり、その活力をなくしてきていたため、工事の品

質低下への懸念、災害等の緊急対応への不安、また、地域経済への影響など、が課

題となっていました。

そこで、建設業界と三重県が一体となって協議を進め、外部有識者会議の議論

を経て、平成24年3月に、建設産業の活性化に向け、その実現のための取組を、

「三重県建設産業活性化プラン（取組期間：平成24年度～平成27年度の4年

間）」としてまとめました。

「三重県建設産業活性化プラン」では、三重県の建設業の将来ビジョンを

「技術力を持ち地域に貢献できる建設業～確かな技術で地域に必要とされ未来

に存続する～Jとし、本プラン実現のため、「技術力J、「地域貢献J、「経営カJ

の3つのキーワードにより、 8つの取組を行っています。

2 平成26年度の取組

( 1 ）技術力闘技術力の向上・承継の取組ー

0 （取組 1）継続的な技術力の維持・向上 ＼ 

－総合評価方式において、より高い施工能力を有する企業を選定するために、

「企業の工事実績」の評価を 19 5件で実施しました。（実績数値は1月末現

在。以下、同じ。）

0 （取組2）優れた人材の確保・育成

・建設工事への理解を促し、建設業への就業につなげるために、生徒や教員等

に建設現場での作業の実態や最新の技術等を紹介する現場見学会を 16回実

施し、約 I，。oo人が参加しました。

また、土木・建築系高校生を対象にしたインターンシッブを 32社で実施し、

5 1名が参加した他、「三重県民大縁会Jなどのイベントで建設業の役割等に

関する情報提供を行いました。

・若年労働者の入職促進と人材育成のために、「地域人づくり事業」を活用し、

5 6名の新規雇用につなげました。

0 （取組3）受発注者間の連携強化

－設計変更を行う際に変更対象となるかどうかについて受発注者の共通の目安

を示すために、三重県設計変更ガイドラインを策定しました。
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( 2）地域貢献ー地域から必要とされる建設業の取組ー

oc取組4）地域の安全・安心の確保

・持続的に社会資本等の維持管理を行うために、特に雪氷対応の多い桑名建設

事務所において、平成26年度下半期、平成27年度上半期分の小規模修繕、

雪氷、道路除草の各業務委託を包括して地域維持型JVに対し発注しました。

0 （取組5）地域経済の活性化

－工事の施工や資材調達などが地域企業により行われることを通じ地域経済の

活性化を図るために、総合評価方式において「本店等所在地」、「県内企業に

よる施工Jや「県内産資材の使用」の評価を行いました。

0 （取組6）地域に貢献できる企業の存続

・不良・不適格業者を排除するために、平成26年 10月1日から建設業者の

入札参加要件として社会保険等への加入を追加しました。

( 3）経営力開「技術力」と f地域貢献」を実現する取組 m

0 （取組7）経営基盤の強化

・受注者の適正な利i慢が確保できる予定価格とするために、労務単価について、

通常4月改訂のところを2か月前倒しして2月に改訂するとともに、資材単

価について、通常4月、 11月の改訂に加え、生コンなど主要資材の単価改

訂を実施しました。

・適切な見積をせずに入札を行った建設企業が受注するといった弊害を防ぐた

めに、予定価格の事後公表を 3建設事務所で試行しました。

0 （取組8）新分野進出による経営多角化

－新分野進出等を支援するために、国が実施する「建設企業等のための経営戦

略アドバイザリ一事業Jについて、建設業団体へ資料を提供するとともに、

県内各地で行う経営事項審査説明会の機会を活用して、建設業者等へ周知を

図りました。

3 建設業を取り巻く状況

( 1 ）受注機会の減少

平成26年度における県の公共事業予算は、平成 22年度と比べると約 2%増

加しているものの、平成 12年度と比べると約60%が減少しています。一方、

県の入札参加資格差是録業者数は、平成22年度と比べると約 5%の減少、また平

成 12年度と比べると約 13%の減少にとどまっています。

県の公共工事における受注状況については、平成25年度において、 Aランク

登録業者及びBランク登録業者のうち、受注できた業者は、 58. 6 %となって

おり、約4割の業者が受注機会に恵まれない状況です。

( 2）厳しい経営状況

県内の建設業の経営状況については、平成25年度において、建設業倒産件数
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が県内全体の25%を占めており、平成22年度の26%と同様に、産業別では

最も高くなっています。また、売上高 1億円以上の建設業の売上高経常利益率は

平成 22年度の企 0. 1 8 %か ら改善されつつあるものの、平成 25年度で

1. 8 4 %と産業全体の4. 5 6 %※lと比べても依然低調です。

※l 平成26年度企業活動基本調査結果（速報）より算出。平成25年度数値。

( 3 ）建設業就業者の減少

県内の建設業就業者数は、平成24年度で約2万3千人と平成20年度に比べ

ると約20%減少しています。

（人） 図－1 県内建設業就業者の状況
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※出典 国土交通省 建設工事施工統計調査報告

就業者数：大臣許可業者文は知事許可業者に就業している常勤雇用者数の合計

(4）技能労働者の不足

建設技能労働者不足率については、中部整備局管内で、 6職種［型枠工（土木、

建築） 、左官、とび工、鉄筋工 （土木、建築）］において、平成22年度には

0. 4%不足でしたが、平成26年度は、 6. 0 %不足という状況です。
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表－ 1 全園、中部管内の建設技能労働者不足率の推移
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※出典国土交通省 建設労働需給調査

中部管内・ ・岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県
6職種 ・・・型枠工（土木、建築）、左官、とび工、鉄筋工（土木、建築）

( 5）建設業就業者の高齢化の進展

県内の建設業就業者の年齢構成は、55歳以上が平成22年度21. 9 %に比

べ、平成26年度には、 24. 5%と、 4年間で2.6ポイント高くなっていま

す。また、 29歳以下については、平成22年度 19. 7 %に比べ、 平成25年

度には、 12. 8 %と 6. 9ポイン ト低下し、産業全体と比べ高齢化や若年者数

の減少が進んでいます。

図－ 2 県内建設業労働者の年齢構成
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※出典 厚生労働省賃金構造基本統計調査を元に算出

労働者：常用労働者 10人以上を雇用する事業所の常用・臨時雇用労働者
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4 今後の対応

このようななか、国において、平成26年6月に品確法が改正され、「インフ

ラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保」が目的に追加されるととも

に、受注者には「技術者等の育成・確保等」が、発注者には「担い手の中長期的

な育成・確保のための適正な利潤が確保できるよう適正な予定価格の設定とダン

ピング受注の防止等Jが明記されました。

これら改正品確法における取組は、三三重県が活性化プランで行ってきた入札契

約制度の改善取組や、地域人づくり事業等で取り組んでいる担い手の育成・確保

の取組等と一致することから、県は活性化プランに基づく取組を推進しています。

しかし、建設業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあることから、平成

2 7年度末に終了する「三重県建設産業活性化プラン」に続く次期プランを、外

部有識者会議等の意見もいただきながら、建設業界と連携して策定し、建設産業

の活性化に取り組んでいきます。
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経営力
一「技術力」と「地域貢献」を実現一

地域貢献
一地域から~＼要とされる建設業一

キーワード

技術力
一技術力の向上・京継一



技術力

［取組1継続的な技術力の維持向上
一技術力の向上・承継ー

v且呈 ヨRヲF 司， 主宰邑~ ~ l叫』’E

取組項目と主な取組 平成 26年度の取組

品質確保のための技術力向上
・受発注者の技術力の維持圃向上に資するために、三重県建設技術センターの研修において、発注者だけ

・研修の充実
でなく受注者（民間）も対象とする研修を実施（17件実施）

開受発注者のニーズを踏まえた平成27年度の研修計画を策定

技術力を持った企業の活用 ・総合評価方式において、より高い施工能力を有する企業を選定するために、 f企業の工事実績』の評価を
・施工実績・工事成績評定点による企業選定 実施（195件）
・優良施工企業の活用 ，優良施工企業と優良技術者の表彰幸lj度について、6月から各建設・下水道事務所で試行（11事務所）

［取組2優れた人材の確保清成

取組項目と主な取組 平成 26年度 の取組

lN 
--->. 新規就業者の確保

，建設工事への理解を促し、建設業への就業につなげるために、生徒や教員等に建設現場での作業の実

。建設業理解のための情報提供 態や最新の技術等を紹介する現場見学ター会ンをシ16ッ回プ実を施32し社、で約E1,000人が参加
町土木・建築系高校生を対象にしたインタ 実施し51名が参加。また、「三重県民大縁会j

などのイベントで建設業の役割等に関する情報提供を実施

．若年労働者の入職促進と人材育成のために、「地域人づくり事業Jを活用し、新規雇用を支援（入職者56
若手技術者の育成と技術承継 名）
・若手技術者の活用 ・若手技術者の活用を促進するために、総合評価方式において現場代理人の実績を主任技術者の実績と

向等に評価（228件）

（取組3 受発絹聞の連携強化

取組項目と主な取組 平成 26年度 の取相

受発注者聞のコミュニケーション向上 －設計変更を行う際に変吏対象となるかどうかについて受発注者の共通の目安を示すために、三重県設計
・設計変更の適正化 変更ガイドラインを策定

GALS/ECの推進 －電子納品等を活用して作業の効率化や品質の向上につなげるために、受注者を対象とした電子調達・電
。電子化の推進に向けた取組 子純品研修を開催（18宙開催、 191名参加）
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キワード

（取組4 酬の安全安心の確保

取組項目と豆五取組

災害等の緊急対応への取組強化
。災害等の緊急時における安全・安心の確保

地域維持型の契約方式の導入
・地域維持裂の契約方式による

維持管理体制の確保

［取組5地域経済の活性化

取組項目と主な取組

地域雇用の確保
。雇用改善等への取組

地元企業からの資材購入
。県内産資材の優先使用等

［取組6 地域に貢献できる企業の存続

取組項目と主な取組

地域貢献活動の取組強化
。建設企業の地域貢献活動のPR

地域企業の活用推進
・県内（地域）企業への優先発注

不良・不適格業者等の排除
・不良，不適格業者等への対応

地域貢献

一地域から必要とされる建設業一

地域・4土金貢献に取り組む章者との契約率
（目標） H22 88. 4同一歩 H27 95. 0帖

（実績） H23 92. 1同 H24 97. 3同

H25 97. 7砂色

O建設業界 ・三重県 。潤
平成 26年度の取組

．公共土木施設の被災等の緊急対応への取組強化のために、総合評価方式において、災害時の緊急対応の体制
づくりや訓練の取組に対する評価を実施（189件）
岡持続的に社会資本等の維持管理を行うために、特に雪氷の多い桑名建設事務所において、平成26年度下半期、
平成27年度上半期分の小規模修繕、雪氷、道路除草の各業務委託を包括して地域維持型JVIこ対し発注（6業務）

平成 26年度の取組

．若年労働者の入職促進と人材育成のために、「地域人づくり事業Jを活用し、新規雇用を支援（入職者56名）
・建設労働者の雇用改善のために、平成26年度三重県建設雇用改善推進大会（11月開催）において建設労働者健
保育成助成金を周知

際地元企業からの資材購入を促進するために、県内産資材の優先使用や建設資材の県内取扱企業からの調達に
努めることを特記仕様書に記載

－県が発おのい注施てす工「るや本公資店共材等工調所事達在にな地おど」いが、fて地県、域内三企企重業業県ににリよよサりるイ行施クわル工れ製Jやる品「こ利県と用内を推進条例に基づく認定リサイクル製品の使用を推進・工事 通じ地域経済の活性化を図るために、総合評価方
式に 産資材の使用jの評価を実施

平成 26年度の取組

－建設業が行う、優れた社会資本の整備や災害時の繁急対応やボランティア活動等に対する理解を深めるために、
イベントや現場見学会（16問実施）においてPRを実施

・県内企業の受注機会を拡大するために、県内企業がJV代表者となれる格付けの総合点の検討
・工事の施工や資材調達などが地域企業により行われることを通じ地域緩済の活性化を図るために、総合評価方
式において「本店等所在地』、「県内企業による施工」や「県内産資材の使用』の評価を実施

R 不良・不適格業者を排除するために、建設業許可・更新、経営事項審査時に社会保険等未加入業者に対する加
入指導を実施（16件の加入）※4～12月実績

－不良・不適格業者を排除するために、建設業者の入札参加婆件として社会保険等への加入を追加（10月1白から
実施）
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（取組フ経営基盤の強化

取組項目と主な取組

経営相殺・各種融資制度の活用・支援
＠経営相談の活用・支援

入札契約制度の改善
・適切な積算による入札

入札契約制度の改善
・総合評価方式の見直し

、p

（取組8 新分野進出による経営多角化

取組項目と主な取組

新分野進出の支援制度・体制の整備
。経営相談指導や販路開拓の支援

‘ 、ーー

経営力
一「技術力」と「地域貢献Jを実現ー

取組目標

売上高経常利益率の平均値 （売上高1億円以上）
（目標）H22 C.O. 18% → H27 +o. 20% 

（実績） H23 -60. 19% H24 + 1. 02% 
H25 +1. 84% 

0建設業界 ・三重県 ＠両者
平成 26年度の取組

．建設企業の経営の安定化や経営基盤の強化等のために、 県の公的支援制度等の説明会を県内各地で開催
．建設企業が抱える経営上の課題解決に向けた支援のために、建設業団体と、相談支援の実施にかかる課題等につ
いて協議

．受注者の適正な利潤が確保できる予定価格とするために、労務単価について、通常4月改訂のところを、2か月前倒
しして2月改訂を実施（平均4.7%上昇）

．資材単価について、通常4月、 11月の改訂に加え、生コンなど主要資材の単価改訂を実施（5回）
．適切な見積をせずに入札を行った建設企業が受注するといった弊害を防ぐために、予定価格の事後公表を試行（3
建設事務所）

．企業の技術力を重視するために、「施工箇所地域における工事実績Jなど新たな評価項目を導入
．事務負担を軽減するために、「技術提案やヒアリングの簡素化」などを実施
・評価の公正性・透明性を向上させるためにJ技術提案項目毎の点数の通知Jや「ヒアリングの標準化Jなどを実施
（土木一式工事において上記3項目を173件で試行）

平成 26年度の取組

．新分野進出等を支援するために、国が実施する「建設企業等のための経営戦略アドJfイザリ一事業」について、建設
業団体へ資料を提供するとともに、県内各地で行う経営事項審査説明会の機会を活用して、建設業者等へ周知
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公共工事における入札契約制度の現状と今後の取組について

1 公共工事における入札契約を取り巻く現状

地域の建設業が厳しい経営環境に置かれており、工事の品質低下への懸念、災

害等の緊急対応への不安、地域経済への影響などが課題となっていたことから、

平成 24年度に「三重県建設産業活性化プラン」を策定し、地域を支える建設業

の活性化に取り組んでいます。

このような中、平成 26年6月には、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

（品確法）が改正され、その目的に「インフラの品質確保とその担い手の中長期

的な育成・確保」が追加されました。また、発注者の責務として、「担い手の中

長期的な育成・確保のための適正な利潤の確保ができるよう適正な予定価格の設

定とダンピング受注の防止」が明記されました。これらに対する取紐は、活性化

プランの取組である「適切な積算による入札」及び「低入札対策の強化Jと一致

することから、県としては活性化プランに基づき、入札契約制度の改善に取り組

んでいます。

平成 26年度の主な取組は次のとおりです。

( 1）適正な利潤が確保できるような予定価格を設定する取組として、労務単価や

資材単価等について市場の実態にあった最新単価を反映した予定価格とする

取組を行っています。

( 2）低入札対策として、総合評価方式では低入札調査基準価格、価格競争では最

低制限価格を設定し、その算出方法は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会

が定めるモデル（中央公契連モデル）を採用しています。

( 3 ）不良・不適格業者等への対応として、平成 26年 10月l日から入札参加条件

に社会保険等への加入を義務づ、けるとともに、適切な見積を行うことなく入札

に参加する業者への対策として予定価格の事後公表を試行しています。

(4）地域・社会貢献に取り組む一定規模の優良な企業が存続する取組として、今

年度はBランク業者の受注機会を確保するため、入札参加可能範囲を見直しま

した。

2 平成26年度の入札契約状況

( 1 ）適正な利；障を確保する取組

①適正な予定価格の設定

建設業の経営環境を健全化するためには、適正な利潤を確保できるように工

事の予定価格の算出に用いる労務単価や資材単価等について、市場の実態にあ

った最新単価を反映させて適正な予定価格を設定することが重要です。

このため、通常4月に行っている労務単価の改訂について、昨年に引き続き

尺）ス〕



2か月前倒しして、本年も 2月1日に約 5%引き上げたところですロこの改訂

により、労務単価は平成 24年度に比べ、約 25%上昇となっています。

また、 2月l日以降に契約する工事のうち、！日労務単価を適用して予定価格

を算出しているものについては、新労務単価に置き換えて契約額を変更できる

特例措置を適用し、運用しています。

建設資材の単価についても、通常は、 4月と 11月に改訂していますが、市

場動向を迅速に反映するため、本年 l月1日と 2月 l日に、生コンなど主要資

材の単価を改訂しました。

また、労務単価や資材単価等が高騰するなどの変動に備え、スライド条項を

適用し、工事契約後においても受注者からの申請に応じて請負代金額の変更が

できるようにしています。

近年の著しい労務単価や資材単価等の変動に対して、今後も速やかな対応に

よる適正な予定価格の設定が必要です。

②入札不調・不落の発生状況

今年度4月から l月末までに農林水産部、県土整備部及び企業庁が発注した

建設工事では、入札不調（入札への参加申請が無い入札）が 41件、入札不落

（入札参加申請があったものの全員が辞退や失格になるなどの入札）が 21件

ありました。

また、入札不調・不落の発生率は4.3%であり、平成 25年度の 5.3%から LO

ポイントの減少となっています。平成 25年度の都道府県発注工事における入

札不調・不落の発生率 7.6%に対して、三重県は 5.3%であり、全国平均と比べ

低い状況にあります。（表－ 1)

なお、入札不調・不落となった工事については、再公告を行い、 l月末現在

で、 50件の工事を契約しており、事業の進捗に大きな影響はないと考えてい

ます。（表－ 2) 
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表一1 入札不調・不落件数の状況

年度 H24年度 H25年度 H26年度

発注件数 I, 944 I, 921 I, 446 

契約件数 I, 854 l, 819 1. 384 

不調・不落計 90 102 62 
『同守干－『W 悼句~－－－－－－－ーーーーーー． －－－－－－ーーーーー－－－－－－－－－－－

不調 76 75 41 
、－ -－－ーーーーーーーー・・－－－－－－－－－ ’F守司’－－－－－－ F 『陣〒－－『同『同一ー－－占晶 ”『－－四『－－ -－－，間四 F m 『’F 』w，聞”－－

不落 14 27 21 

発生率（%） 4. 6% ~ 5.3% 4.3% ~ 

参考：全国平均 4. 9% "-..__ ?.. 6% ／／  

対象工事．農林水産部・県土整備部吸び企業庁発注 [H27年 1月末時点］

表－ 2 不調・不落工事の契約状況

件数

再公告による契約 50 

2
二
b
一

6

一
告
一
注

一
公
一
発

一
内
一
度

約
一
度
一
年

契
一
年
一
次

未一

I
L
I

合計 62 

[H27年 1月末時点］

入札不調・不落の発生率が全国平均よりも低いのは、労務単価や資材単価

等の速やかな見直しにより、適正な予定価格が設定されていた結果と考えて

います。

( 2）低入札対策

①落札額と落札率の状況

建設工事のうち発注区分が土木一式工事の落札額については、総合評価方

式による入札では低入札調査基準価格に、価格競争による入札では最低制限

価格に集中しており、その半数以上がそれらの価格での契約となっています。

（表 3)

なお、現在の低入札調査基準価格又は最低制限価格は、平成 25年 6月に

改定された最新の中央公契連モデルを採用し、決定しています。

また、今年度4月から l月末までに農林水産部、県土整備部及び企業庁が

発注した建設工事の落札率は 89.協となり、低入札調査基準価格又は最低制

限価格の算出方法を改定する前の平成 24年度の 87.4%と比べ 2.2ポイント

上昇となっているものの、平成 25年度においては、全国平均より 3ポイン

ト低くなっています。（表－4)
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低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定にあたっては、最新の中央公

契連モデルを採用するなど、適正な利潤の確保ができる契約が行われるよう

な取組が必要です。

表一3 土木一式工事の低入札調査基準価格（最低制限価絡）での落札状況

H24年度 H25年度 H26年度

調査基準価格 調査基準価格 調査基準価格

契約 又は 契約 又は 契約 又は
予定価格 発生率 発生率 発生率

件数 最低制限価格 件数 最低制限価格 件数 最低制限価格
②／① ②／① ②／① 

① 落札件数 ① 落札件数 ① 落札件数

② ② ② 

5, 000万円
865 522 60. 3% 809 475 58. 7% 639 396 62. 0% 

未満

5, 000万円
324 68 21. 0% 298 95 31. 9% 213 75 35. 2% 

以上

計 l, 189 590 49. 6% l, 107 570 51. 5% 852 471 55. 3% 

対象工事：農林水産部・県土整備部及び企業庁発注 [H 27年 1月末時点］

表－4 建設工事の落札率の状況

入札方法 項目 H24年度 H25年度 H26年度

件数 l, 758 l, 767 l, 260 
一般競争入札

落札率 87. 0% 89. 1% 89. 5% 
，－晶晶－－－－－－－－－－ー，＂ --－咽干干南 d』 -- ー，ー』－ --.』ーーーー・ーー．

：うち 件数 309 215 228 

総合評価方式 落札率 87. 1% 89. 3% 89. 4% 

指名競争入札
件数 2 

落札率 90. 2目 94. 7% 90. 5% 

随意契約
件数 88 50 22 

落札率 95. 4% 94. 8% 94. 2% 

件数 I. 854 I. 819 1, 384 
計

落札率 87. 4% 89. 3% 89. 6% 

全国平均 落札率 91. 0% 92. 5% 

対象工事‘農林水産部・県土整備部及び企業庁発注 [H 27年 1月末時点］
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②総合評価方式における落札者の決定状況

総合評価方式において、応札額 l位（①十②）の応札者が落札している割合

は、平成 24年度の 45%から平成 26年 l月末では 67%と高くなっており、低入

札とならないよう、施工体制確認型総合評価方式により、引き続き対策を進め

る必要がありますn

（表－ 5) 

表一5 総合評価方式（土木一式工事）における落札者決定要闘の状況

①応札額のみ1位

②応札額と評価点1位

③評価点のみ1位

その他

応札額1位（①十②） く

( 3）不良・不適格業者等への対応

①社会保険等未加入業者対策

H24年度

3% 

42% 

54% 

!% 

45% 

H25年度 H26年度

9% 7% 

46% 60% 

44% 29% 

1% 4% 

55% 67% 

＂＇町？ < E司.，.ー口茸ニ曲1:1

r、
-

平成26年 10月1日から入札参加条件に社会保険等への加入を義務づけまし

た。これまで入札に参加したすべての業者は社会保険等に加入しています。

国土交通省は、 1次下請業者まで社会保険等への加入を求めており、県にお

いても同様の取組の検討が必要です。

表一6 社会保険等の加入状況

土木一式 A B c 計

格付け業者数 207 208 I, 257 I, 672 

未加入業者数 。 。 58 58 

加入者数 207 208 I, 199 I, 614 

加入率 100. 0% 100. 0% 95. 4% 96. 5目

[H27年 1月末時点］

②予定価格の事後公表

予定価格の事前公表については、適切な見積を行わず入札を行った企業が受

注するといった弊害も指摘されていることから、予定価格の事後公表を松阪、

志摩、伊勢建設事務所で 1件ずつ、試行しました。（表一 7)

引き続き、適切な積算を行うことなく入札に参加する建設業者への対策が必

要です。
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表 7 予定価格事後公表の試行状況

建設 工事
工事名 予定価格

事務所 箇所

一級水系櫛閏川水系
松阪市

松阪 恋ヶ谷川 88, 475, 760 
飯高町

国補通常砂防工事

一般県道打見大台線 度会郡
伊勢 72, 212, 040 

道路改良工事 大紀町

主要地方道磯部大王線（志島BP)
志摩市

志摩 道路改良工事 76, 798, 800 
阿児町

（泊田川橋下部工）

( 4）一定規模の優良な企業が存続する取組

①大規模工事における県内業者の参加状況

入札参
落札金額 落札率

加者数

85, 104, 000 96. 2% 2者

68, 580, 000 95. 0% 3者

7 4, 520, 000 97. 0% 4者

－大規模工事※における JV代表者の格付けにおける総合点は、県外・県内

業者ともに I,200点以上ですが、平成 26年度の格付けで総合点が I,200 

点以上の県内業者はなく、県内業者で構成される JVが結成できない状況

です。

・建設投資が減少し受注高の伸び、が期待できない現状において、格付けにお

ける総合点の大幅な上昇は見込めない状況です。

－県内業者の中には、同種・同規模の施工実績を有するなど、大規模工事を

施工する技術力のある業者が複数社あります。

大規模工事と同種・同規模の建設工事の施工実績を有するなど、技術力のあ

る建設業者が存在することから、県内業者が大規模工事のJV代表者となるこ

とができるよう制度の改善が必要です。

※大規模工事 12億円以上のトンネル、海洋土木、下水道土木工事、シ←ルド工事など

②Bランク業者の受注状況

Bランク業者は、災害等の緊急対応に当たる機動力のある建設企業でもある

ことから、その受注機会を確保するため、平成 26年 6月 1Bから、予定価格

が2.500万円から 3,000万円の入札参加可能条件をBランク業者に限定するよ

うに見直しました。

その結果、平成 25年度と比較して、 Bランク業者の受注率が 5ポイント上

昇しました。（表 8)

引き続き、 Bランク業者の受注状況に注視していくことが必要です。
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表一8 Bランク業者受注状況

H25年度 耳26年度（6月以降）

Bランク
予定価格 契約件数 Bランク

受注件数 受注率 契約件数 受注率
① 受注件数

② 

2, 000万円～2,500万円未満 73 29 39. 7% 58 15 25ョ 9%

2. 500万円～3,000万円未満 49 18 36. 7% 37 30 81. 1% 

3, 000万円～5.000万円未満 179 94 52. 5% 122 65 53. 3% 

5. 000万円～7.000万円未満 93 20 21. 5% 42 7 16. 7% 

7, 000万円～8.000万円未満 29 24. 1% ／／  ／／  ／／  

計 423 168 / 39.7'出、 259 117 / 45.2目
、 - / 

③くじ引きの発生状況

今年度4月から l月末までに農林水産部、県土整備部及び企業庁が契約し

た建設工事の 42.8%がくじ引きにより落札者が決定しており、平成 25年度

は44.初であるため［.9ポイントの減少となっています。

価格競争による入札において、くじ引きによる落札者の決定は 50.4%であ

り、平成 25年度は 50.6%であるため、 0.2ポイントの減少となっています。

（表 9)

表－9 くじ引きの発生状況

H24年度 H25年度 H26年度

全体 1. 854 1. 819 !, 384 

契約件数 うち総合評価案件 309 215 228 

うち価格競争案件 1. 545 !, 604 1, 156 

全体 780 813 593 
建設 くじ引き

うち総合評価案件 4 10 
工事 件数

うち価格競争案件 776 Q 11 五83

全体 42司 1%
..... ~ 4~·.！~－ 42. 8% 

、
くじ引き 一一…一・－・ -

ノ

うち総合評価案件 I. 3% 0. 9百 4. 4% 
発生率

うち価格競争案件 50. 2% ( 50.6% 50. 4% ～＼ 
ノ

相島T宣・塵姑官官部. l旦＋整備割高7~品掌芹義津 r i:rす - －白B
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3 今後の取組方針

( 1 ）適正な利潤が確保できる予定価格を設定するため、引き続き、速やかな

単価改訂を行います。

( 2）低入札対策として、総合評価方式において、引き続き施工体制確認審査

を行うとともに、低入札調査基準価格又は最低制限価格の算定方法は最新

の中央公契連モデルを採用します。

( 3）不良・不適格業者への対応として、社会保険等の未加入業者を 1次下請

けから排i除することについて建設業界と検討します。また、適切な見積を

促す予定価格の事後公表の試行を継続し、その効果と課題を検証します。

(4）一定規模の優良な企業が存続する取組として、平成 27年度は 12億円以

上の大規模工事における JV代表者の資格要件を見直します。

具体的には、同種・同規模の建設工事の施工実績を有するなど、技術力

のある県内業者がJV代表者となる資格要件を総合点 l,200点以上から

l, 100点以上に見直します。

引き続き、「三重県建設産業活性化フ。ラン」と改正品確法の趣旨を踏まえ、イ

ンフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契約制度と

なるよう取り組んでいきます。
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審議会等の審議状況（平成26年11月21日～平成27年2月15日）

（県土整備部）

1審議会等の名称、 三重県都市計画審議会

2開催年月日 平成26年 12月24日

3委員 会長藤田素弘

委員朝日幸代他16名

1 四日市都市計画道路の変更

0一部区間の車線数及び線形の変更川越中央線

2 桑名都市計画、四日市都市計画、大安都市計画及び北勢都市

4 諮問事項
計画下水道の変更

0処理場の敷地面積変更北部浄化センター

3 鈴鹿都市計画区域区分の変更

0市街化区域編入道伯町地区

0市街化調整区域編入稲生塩屋一丁目地区

5調査審議結果 原案どおり答申された。

6備考

1審議会等の名称 三重県屋外広告物審議会

2 開催年月日 平成27年 1月21日

3委員 会長浅野聡

委員柳川貴子他10名

4諮問事項 1 二重県屋外広告物条例第3条第1項第5号の規定による区

間及び第6号の規定による区域の指定又は変更に係る方針の

策定について

0屋外広告物の設霞を禁止する区間及び区域を指定又は変更

する場合の方針の策定

2 二重県屋外広告物条例第3条第 1項第5号の規定による区

間の変更及び第6号の規定による区域の変更

0県道機浦押淵線における屋外広告物の設置を禁止する区間

及び区域の始点の変更（南伊勢町地内）

3 「屋外広告業に係る処分基準」の策定について

0屋外広告業に係る登録取消等行政処分を行うための基準（対

象行為及びその処分内容）の策定

5調査審議結果 原案どおり答申された。

6備考
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